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No.31
　

国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
「
国
保

税
」）
は
、
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が

な
ど
で
保
険
証
を
使
っ
て
病
院
に
か

か
る
と
き
に
必
要
と
な
る
医
療
費
の

大
切
な
財
源
で
す
。

　

国
保
税
は
、
国
保
加
入
者
に
つ
き

算
定
し
た
医
療
給
付
費
分
の
保
険
税

（
以
下
「
医
療
分
」）
と
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
の
保
険
税
（
以
下
「
支
援

金
分
」）、
そ
し
て
国
保
加
入
者
の
う

ち
40
歳
か
ら
64
歳
の
人
（
以
下
「
第

２
号
被
保
険
者
」）
に
つ
き
算
定
し

た
介
護
納
付
金
分
の
保
険
税
（
以
下

「
介
護
分
」）
の
合
算
額
と
な
り
ま

す
。納

税
義
務
者

　

国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

で
す
。
加
入
者
一
人
一
人
が
納
税
義

務
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
帯
主
が

国
保
の
加
入
者
で
は
な
く
て
も
、
家

族
の
中
に
国
保
の
加
入
者
が
い
る
と

き
は
納
税
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
納
税
通
知
書
な
ど
は
全
て

世
帯
主
宛
て
に
届
き
ま
す
。

平
成
27
年
度
の
税
率
な
ど

　　

表
１
の
と
お
り
で
す
。
税
率
は
変

平
成
27
年
度  

国
民
健
康
保
険
税

問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
０
６

わ
り
ま
せ
ん
が
、
法
律
の
改
正
で
課

税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
し
た
。

軽
減
適
用

　

所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

医
療
分
と
介
護
分
の
均
等
割
、
平
等

割
に
つ
い
て
の
み
、
７
割
・
５
割
・

２
割
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
、
所
得
申
告
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
軽
減
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

㊟�

軽
減
判
定
所
得
に
は
、
国
保
加
入

区　分 医療分 支援金分 介護分

所得割（前年中の
所得に応じて） 8.0％ 2.5％ 2.0％

均等割
（加入者１人当たり） 28,000 円 7,800 円 10,000 円

平等割
（１世帯当たり） 25,000 円 7,500 円 7,000 円

課税限度額 520,000 円 170,000 円 160,000 円

（表１）税額＝医療分＋支援金分＋介護分（40 歳～ 64 歳）

者
の
所
得
に
加
え
て
、
擬
制
世
帯

主
の
所
得
も
含
ま
れ
ま
す
。

■
７
割
軽
減
　
国
保
加
入
者
と
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
の
所
得
の
合
計

が
、
33
万
円
以
下
の
世
帯

■
５
割
軽
減　
国
保
加
入
者
と
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
の
所
得
の
合
計
が
、

「
33
万
円
」+

「
26
万
円
×
国
保
加

入
者
数
」
以
下
の
世
帯

■
２
割
軽
減　
国
保
加
入
者
と
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
の
所
得
の
合
計
が
、

「
33
万
円
」+

「
47
万
円
×
国
保
加

入
者
数
」
以
下
の
世
帯

非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

　

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
、

非
自
発
的
な
理
由
に
よ
っ
て
離
職
し

た
人
は
、
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
ま
で

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者　
次
の
要
件
全
て
に
該
当

す
る
こ
と
。

▼�

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

し
た
人

▼�

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
、

ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者

▼�

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
交
付
し
た
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
（
離
職
コ
ー

ド
が
11
、
12
、
21
～
23
、
31
～
34

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ

と
）
を
お
持
ち
の
人
・
離
職
日
時

点
で
65
歳
未
満
の
人

※�

雇
用
保
険
特
例
受
給
資
格
者
証
や

雇
用
保
険
高
年
齢
受
給
資
格
者
証

を
お
持
ち
の
人
は
対
象
外
で
す
。

軽
減
内
容　
非
自
発
的
失
業
者
本
人

の
前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の

30
と
し
て
国
民
健
康
保
険
税
を
算
定

し
ま
す
。

※�

前
年
中
の
所
得
が
確
定
し
て
い
な

い
場
合
は
軽
減
が
で
き
ま
せ
ん
。

申
告
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、
税

務
署
へ
確
定
申
告
書
の
提
出
、
ま

た
は
市
へ
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
減
期
間　

離
職
日
翌
日
の
月
か

ら
、
そ
の
月
の
年
度
の
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
で
す
。

（
例
：
平
成
27
年
３
月
31
日
に
離
職

し
た
場
合
は
、
平
成
27
年
４
月
か
ら

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
）

※�

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
な

ど
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と

終
了
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
印
か
ん

申
請
場
所　
税
務
課
、
各
総
合
支
所

市
民
税
務
係

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
限

　

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
）
の
人
は
、
年
間
の
税
額
を
８

期
に
分
け
て
支
払
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
７
月
ご
ろ
に
納
税
通
知
書
を
送

り
ま
す
。
納
付
書
で
納
め
る
人
に
は

１
年
間
分
の
納
付
書
を
ま
と
め
て
送

付
し
ま
す
の
で
、
納
期
ご
と
に
お
支

払
い
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の
人
は

毎
月
25
日
ご
ろ
口
座
か
ら
引
き
落
と

さ
れ
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
人

（
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
み
の
世
帯

で
一
定
の
条
件
を
満
た
す
人
）
は
、

年
金
よ
り
天
引
き
と
な
り
ま
す
が
、

申
し
出
に
よ
り
普
通
徴
収
（
口
座
振

替
）
へ
の
変
更
も
で
き
ま
す
。

普通徴収の人の納期
第１期 ７月 31 日㈮ 第５期 11 月 30 日㈪
第２期 ８月 31 日㈪ 第６期 12 月 25 日㈮
第３期 ９月 30 日㈬ 第７期 平成 28 年２月１日㈪
第４期 11 月２日㈪ 第８期 ２月 29 日㈪

特別徴収の人の納期

仮徴収
４月

本徴収
10 月

６月 12 月
８月 平成 28 年２月

広
報
部
活
動
紹
介

　

私
た
ち
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
日
常
を
通
し
て
心

身
共
に
健
康
で
充
実
し
た
一
日
に
な

る
た
め
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

や
ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
提
供
、
ニ
ュ
ー

ス
ポ
ー
ツ
の
紹
介
な
ど
、
地
域
の
活

性
化
に
向
け
て
日
々
普
及
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

多
種
多
様
な
現
代
社
会
に
お
い

て
、
心
も
体
も
健
康
を
維
持
し
て
い

く
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
、
お
の
お
の
の
体
力

や
年
齢
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
ス
ポ
ー

ツ
ラ
イ
フ
が
い
つ
で
も
提
案
で
き
る

よ
う
に
準
備
し
て
い
ま
す
。
熊
本
県

や
九
州
地
区
・
全
国
で
行
わ
れ
る
研

究
大
会
の
参
加
や
女
性
研
修
会
・
新

任
研
修
会
な
ど
で
研
鑚
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う

知
識
を
習
得
し
日
々
頑
張
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
模
様
を
紹
介
し
て
い
る
の
が

広
報
部
で
す
。
他
に
も
、
学
校
や
福

祉
施
設
・
地
域
行
事
へ
の
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
講
座
、
ス
ポ
レ
ク
祭
、
各
種

ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
案
内
や
役
員
な
ど

総
会

①原
は ら

口
ぐ ち

寿
と し

洋
ひ ろ

②泗水
③富の原西
④バスケットボール

①有
あ り

田
た

智
と も

明
あ き

②菊池
③今
④野球

①米
よ ね

本
も と

智
と も

美
み

②泗水
③村吉
④剣道
　バレーボール

①古
こ

賀
が

修
しゅう

一
い ち

②七城
③間所
④野球

①伊
い

藤
と う

文
あ や

子
こ

②泗水
③田中
④剣道、サッカー

①ダイロフ美
み

香
か

②七城
③流川
④陸上（長距離）

①青
あ お

木
き

節
せ つ

子
こ

②泗水
③北住吉
④バレーボール

①木
き

村
む ら

春
は る

香
か

②旭志
③川辺
④バレーボール

①村
む ら

上
か み

正
ま さ

樹
き

②旭志
③妻越
④競馬

①中
な か

山
や ま

繁
し げ

雄
お

②旭志
③伊坂
④ボート

①髙
た か

野
の

保
や す

之
ゆ き

②菊池
③迫水・水迫
④ゴルフ

　
「
運
動
す
る
ば
い
」
と
問
い
か
け

る
と
「
き
つ
か
け
ん
よ
か
！
」
と
過

半
数
が
返
っ
て
く
る
平
成
時
代
。
運

動
施
設
は
整
い
、
い
つ
で
も
運
動
が

で
き
る
の
に
、
な
ぜ
体
を
動
か
そ
う

と
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に
な
っ
て
20

数
年
い
つ
も
思
う
こ
と
で
す
。
地
域

の
皆
さ
ん
に
運
動
を
し
て
も
ら
お
う

と
体
育
委
員
さ
ん
た
ち
が
頑
張
っ
て

い
ま
す
が
、
参
加
者
は
年
々
減
り
続

け
て
い
ま
す
。

　

歳
を
取
る
と
体
が
硬
く
な
り
、

肩
・
腰
・
脚
と
痛
く
な
っ
て
家
か
ら

出
る
の
が
億
劫
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
の
高
齢
者
時
代
、
勇
気
を
出
し

て
隣
近
所
に
声
を
か
け
て
運
動
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
自
分

の
体
は
自
分
で
守
り
た
い
も
の
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
・
Ｋ

委
員
の
つ
ぶ
や
き

①氏名（敬称略）
②支部
③地区
④好きなスポーツ

米
よ ね

川
か わ

明
あ き

子
こ

（19）
川
か わ

原
は ら

田
だ

啓
け い

（2）
小

こ

池
い け

雄
ゆ う

司
じ

（2）
坂
さ か

本
も と

正
ま さ

輝
き

（2）
谷
た に

田
だ

香
か

代
よ

子
こ

（2）

山
や ま

本
も と

幸
さ ち

子
こ

（35）
服
は っ

部
と り

衣
き ね

代
よ

（28）
村
む ら

田
た

義
よ し

喜
き

（25）
古
ふ る

市
い ち

幸
ゆ き

美
み

（10）
三

み

池
い け

　塁
る い

（2）

退職者　敬称略（在職年数）

も
務
め
て
い
ま
す
。
今
後
も
３
カ
月

に
１
回
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
活

動
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
講
習

会
・
大
会
に
も
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

４
月
19
日
、
菊
池
市
青
少
年
ホ
ー

ム
に
て
菊
池
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

協
議
会
の
総
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

原
田
教
育
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
全

委
員
に
委
嘱
状
を
交
付
。
今
回
11
人

の
委
員
が
入
れ
替
わ
り
、
新
た
な
体

制
で
今
期
２
年
の
活
動
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
、
昨
年
度
の
事
業
・
決

算
報
告
、
役
員
改
選
、
本
年
度
の
事

業
計
画
お
よ
び
予
算
に
つ
い
て
の
審

議
が
あ
り
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

スポーツ推進委員協議会総会

【新しくスポーツ推進委員になった11人を紹介します】
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